
２　食品衛生関連統計

（１）旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設 令和3年度

継続 新規

一般食堂・レストラン等 3,874 84 66 108 125 118 7

仕出し屋・弁当屋 335 1 4 4 34 10 24

旅館 69 2 1 0 64 64 0

その他 5,262 50 150 69 124 124 0

1,151 20 27 23 35 12 23

1 0 0 0 4 0 4

0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 8 0 8

0 0 0 0 0 0 0

521 1 5 9 13 13 0

11 0 0 0 0 0 0

5 1 0 0 2 0 2

37 0 0 0 10 0 10

9 0 0 0 2 0 2

1,017 11 17 10 13 13 0

（再掲 ）自動販売機 301 1 0 2 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0

173 5 0 2 16 0 16

610 2 6 10 6 0 6

8 1 0 0 11 11 0

697 2 6 6 11 1 10

21 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

33 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 2 0

87 1 1 1 1 1 0

18 1 1 0 53 2 51

31 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 0 2

34 1 0 0 38 25 13

465 4 14 6 3 0 3

6 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 23 1 22

57 2 1 1 2 2 0

14,848 193 299 251 603 400 203

菓子（パンを含む。）製造業

乳 処 理 業

特 別 牛 乳 搾 取 処 理 業

乳 製 品 製 造 業

営業許可施設数
（年中） 監視指導

件数
（広域班）

飲
食
店

業種

監視指導
件数
（計）

食品の冷凍または冷蔵業

かん詰またはびん詰食品製
造業（上記及び下記以外）

喫 茶 店 営 業

集 乳 業

魚 介 類 販 売 業

魚 介 類 競 り 売 り 営 業

魚 肉 練 り 製 品 製 造 業

食 肉 製 品 製 造 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

マーガリン又はショートニン
グ 製 造 業

あ ん 類 製 造 業

アイスクリーム類製造業

食 肉 処 理 業

食 肉 販 売 業

麺 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業

み そ 製 造 業

し ょ う ゆ 製 造 業

ソ ー ス 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

監視指導
件数

（生衛班）

合計

年度末現在
営業施設数

廃業又は期限
切れ施設数

添加物 （法第13条第１項の
規 定 に よ り
規格が定められたものに限
る 。 ） 製 造 業

食 品 の 放 射 線 照 射 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

氷 雪 製 造 業

豆 腐 製 造 業

納 豆 製 造 業
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（２）改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設 令和3年度

継続 新規

1291 0 1301 10 920 920 0

0 0 0 0 0 0 0

41 0 41 0 22 22 0

24 0 24 0 16 16 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

153 0 153 0 102 99 3

1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

7 0 7 0 5 1 4

2 0 2 0 8 7 1

2 0 2 0 3 3 0

2 0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0

3 0 3 0 1 1 0

1 0 1 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

8 0 8 0 8 6 2

87 0 87 0 76 75 1

0 0 0 0 0 0 0

4 0 4 0 3 3 0

0 0 0 0 0 0 0

8 0 8 0 8 8 0

15 0 15 0 8 8 0

1 0 1 0 1 1 0

2 0 2 0 2 2 0

1652 0 1662 10 1185 1174 11

食品の小分け業

添加物製造業

合計

そうざい製造業

複合型そうざい製造業

冷凍食品製造業

複合型冷凍食品製造業

漬物製造業

密封包装食品製造業

食用油脂製造業

みそ又はしょうゆ製造業

酒類製造業

豆腐製造業

納豆製造業

麺類製造業

乳製品製造業

清涼飲料水製造業

食肉製品製造業

水産製品製造業

氷雪製造業

液卵製造業

乳処理業

特別牛乳搾取処理業

食肉処理業

食品の放射線照射業

菓子製造業

アイスクリーム類製造業

飲食店営業

調理の機能を有する自動販売機

食肉販売業

魚介類販売業

魚介類競り売り営業

集乳業

監視指導
件数

（生衛班）

営業許可施設数
（年度中） 廃業施設数

（年度中）

監視指導
件数
（計）

監視指導
件数

（広域班）

営業施設数
（年度末現在）
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（３）届出を要する食品関係営業施設 令和３年度

施設数
監視指導
施設件数
（計）

監視指導
施設件数
（生衛班）

監視指導
施設件数
（広域班）

魚介類販売業
（包装済みの魚介類のみの販売）

530 0 0 0

食肉販売業
（包装済みの食肉のみの販売）

703 0 0 0

乳類販売業 620 1 1 0

氷雪販売業 0 0 0 0

コップ式自動販売機
（自動洗浄・屋内設置）

258 0 0 0

弁当販売業 27 0 0 0

野菜果物販売業 43 1 1 0

米穀類販売業 26 0 0 0

通信販売・訪問販売による販売業 1 0 0 0

コンビニエンスストア 267 30 30 0

百貨店、総合スーパー 102 3 3 0

自動販売機による販売業（コップ式自
動販売機（自動洗浄・屋内設置）を除
く

191 0 0 0

その他の食料・飲料販売業 119 0 0 0

添加物製造・加工業（法第13条第１項
の規定により規格基準が定められた添
加物の製造を除く）

0 0 0 0

いわゆる健康食品の製造・加工業 2 0 0 0

コーヒーの製造・加工業（飲料の製造
を除く）

16 0 0 0

農産保存食料品製造・加工業 1 0 0 0

調味料製造・加工業 8 0 0 0

糖類製造・加工業 1 0 0 0

精穀・製粉業 1 0 0 0

製茶業 8 0 0 0

海藻製造・加工業 6 12 4 8

卵選別包装業 1 0 0 0

その他の食料品製造・加工業 72 10 6 4

行商 3 0 0 0

集団給食施設 240 4 4 0

器具、容器包装の製造・加工業
（合成樹脂が使用された器具又は容器
包装の製造・加工に限る）

1 0 0 0

露店、仮設店舗等における飲食の提供
のうち、営業と見なされないもの

0 2 2 0

その他 0 0 0 0

3247 63 51 12

上記以外のもの（改正
法による改正後の法第
68条第３項において準
用されるものを含む）

製造・加工業

販売業

旧許可業種で
あった営業

合計

業種
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（４）食中毒発生状況

令和3年度

Ｎｏ 発生月日
摂食
者数

患者数

1 5月19日 2 2

2 5月20日 4 1

3 8月2日 3 1

4 10月11日 10 10

5 12月26日 2 2

（５）食品の収去実施状況

令和3年度

4 1 0 0 0 0 0 0 1

2 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0

41 1 0 0 0 0 0 0 1

（６）要因別苦情受付件数状況
令和3年度

異物混入 有症苦情 異味異臭
カビの
発生

表示
食品
取扱い

腐敗変敗 変色 無許可 その他 合計

9 26 4 0 3 21 2 2 11 21 92

＊複数の要因が含まれる苦情があるため合計は延べ件数と一致しない。

残
留
動
物
用
医
薬
品

異
物

　その他の食品

　乳類

合計

添
加
物
使
用
基
準

法
定
外
添
加
物

収
去
検
体
数

　野菜類及びその加工品

　肉卵類及びその加工品

嘔吐毒産生セレウス菌

バラハタ（推定）

シガトキシン（推定）

　魚介類及びその加工品

そ
の
他

大
腸
菌
群

不良理由
残
留
農
薬
基
準

不
良
検
体
数

　食品名

シガトキシン

病因物質（詳細）原因食品（詳細）

魚介類販売業

シガトキシン（推定）

シガトキシン（推定）

原因施設
分類

家庭

家庭

そうざい製造業

家庭

バラハタ

バラハタ

令和３年10月11日
に当該施設で製造

した鶏丼

アカジンミーバイ
（推定）
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北部 中部 南部 計

飲食店営業
同一メニュー1回あたり300食以上又は1日あたり
750食以上を提供する施設

142 2 17 12 31

菓子製造業
広域流通食品を製造する施設、又は、1日2000食以
上製造する施設

118 0 16 10 26

ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業 ソフトクリームフリーザーのみを除く 32 2 8 6 16

乳処理業 すべての施設 6 2 0 2 4

乳製品製造業 すべての施設 25 2 0 6 8

食肉処理業
久米島町以外のと畜場及び食鳥処理場の附属施設
を除く

29 0 0 6 6

食肉製品製造業 すべての施設 43 0 3 8 11

魚介類販売業
1日あたり750食以上の生食用鮮魚介類等を提供す
る施設、又は1日750食以上の魚介類の加工品を製
造する施設

9 0 0 0 0

魚介類競り売り営業 すべての施設 16 0 0 0 0

魚肉練り製品製造業 すべての施設 39 2 0 0 2

食品の冷凍又は冷蔵業
魚介類の冷凍若しくは冷蔵する施設、又は冷凍食
品を製造する施設

61 0 2 8 10

清涼飲料水製造業
水道水を原水とするミネラルウォーター類を製造
する施設を除く

97 10 10 6 26

乳酸菌飲料製造業 すべての施設 6 0 0 0 0

氷雪製造業 重点的に監視する必要があると認める施設 6 0 0 0 0

食用油脂製造業 すべての施設 7 0 0 0 0

みそ製造業 広域流通食品を製造する施設 4 0 0 0 0

ソース類製造業 広域流通食品を製造する施設 15 0 0 0 0

豆腐製造業
1日150食以上を製造又は冷蔵保存を要する製品を
製造する施設

34 16 22 13 51

納豆製造業 すべての施設 1 0 0 0 0

麺類製造業
広域流通食品を製造する施設又は1日750食以上製
造する施設

33 0 2 2 4

そうざい製造業
同一メニュー1回300食以上、１日750食以上、広域
流通食品又は容器包装詰加圧加熱殺菌食品を製造
する施設

130 0 4 10 14

缶詰又は瓶詰食品製造業
広域流通食品又は容器包装詰加圧加熱殺菌食品を
製造する施設

11 2 0 0 2

添加物製造業 すべての施設 14 0 1 2 3

集団給食施設
学校、病院、事業所、その他（同一メニュー1回
300食以上又は1日750食以上を提供する施設）

69 0 0 0 0

食料品製造業
生食用製品（1日750食以上製造する施設に限
る）、又は広域流通食品を製造する施設のうち重
点的に監視する必要があると認める施設

89 0 12 0 12

生肉取扱い施設
生食用食肉として販売される牛の食肉（内臓を除
く）の加工を行う施設

2 0 0 0 0

1038 38 97 91 226

その他 対象外施設 0 15 2 17

合計

営業の種類 条　　件 計画
監視実績

（７）令和３年度重点監視施設監視実績（保健所別）

＊重点監視施設：大型飲食店、広域流通食品を製造加工する施設等

　「沖縄県食品衛生監視指導計画（以下「監視計画」という。）」に基づく重点監視施設の監視実績は下表
のとおりである。
　令和２年度に続き 、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る対応のため、計画数
を大幅に下回った。
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細菌検査（規格基準・衛生規範等）
食中毒菌等の病原微生物検査 41

残留農薬等 0

理化学検査
（食品添加物等） 0

アレルギー物質　 0

細菌検査（規格基準・衛生規範等）
食中毒菌等の病原微生物検査 48

残留農薬等（水分活性含む） 2

理化学検査
（食品添加物等） 20

アレルギー物質　 0

細菌検査（規格基準・衛生規範等）
食中毒菌等の病原微生物検査 45

残留農薬等 0

理化学検査
（食品添加物等） 0

アレルギー物質　 0

細菌検査（規格基準・衛生規範等）
食中毒菌等の病原微生物検査 424

残留農薬等 0

理化学検査
（食品添加物等） 0

アレルギー物質　 0

351 246 580

検査項目等 検体数

食品 食中毒菌等の病原微生物検査 204

拭取り 食中毒菌等の病原微生物検査 55

細菌検査（規格基準・衛生規範等）
食中毒菌等の病原微生物検査 34

食品添加物等の検査 4

拭取り
細菌検査（規格基準・衛生規範等）

食中毒菌等の病原微生物検査 30

米飯 セレウス菌 2

拭取り セレウス菌 10

落下細菌 一般細菌 24

363

10
食中毒菌

汚染実態調査

2

24

内容

食中毒関連

試験検査実施数

207

83

102

4

 その他の食品
  菓子類、清涼飲料水、酒精飲料、氷
雪、水、かん詰・びん詰食品
  その他の食品（そうざい等の複合調理
食品含む）
  添加物及びその製剤

計

275

120

15

139

10

計 552

試験検査実施
数（検体数×
検査項目数）

検査項目等
令和３年度
収去予定
検体数

収去検体数
（実績）

食品
食中毒以外

表２　その他の検査実績

 農産物及びその加工品
  穀類及びその加工品
  野菜類及びその加工品

（８）食品の収去検査等

  監視計画に基づき、県内で製造又は販売される食品等について試験検査を実施し、大規模食
中毒の未然防止および不良食品の流通防止に努めている。
　令和３年度の監視計画に基づく収去検査実績は、表１のとおりである。また、その他の検査
実績は、表２のとおりとなっている。
　令和２年度に続き、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る対応のた
め、計画数を大幅に下回った。

表１　食品の収去検査実績

40

26

 水産物及びその加工品
   魚介類及び魚介類加工品
   冷凍食品

51

41

対象食品等

 畜産品及びその加工品
  肉卵類及びその加工品
  牛乳、乳製品及び乳類加工品
  アイスクリーム類（氷菓を含む）等
  （※はちみつを含む）
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